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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状の編地本体部と、
　前記編地本体部に一体的に編成され、前記編地本体部の内部空間をその軸方向と直交す
る方向に並列される主空間部と副空間部とに区切る応力作用編地部とを備え、
　前記副空間部は、軸方向全域にわたる単一の空間と、軸方向両端部に開口する開口部と
を備え、
　前記応力作用編地部は、編糸に弾性糸を含み、前記主空間部に挿入物が挿入されたとき
、前記副空間部側に張り出し、その張り出しに抗して前記挿入物に締付力を作用させる筒
状編地。
【請求項２】
　前記編地本体部は、非弾性糸で編成される非弾性領域と、非弾性糸及び弾性糸で編成さ
れる弾性領域とを備え、
　前記弾性領域は、前記応力作用編地部との接合部分から前記主空間部側に延びる領域を
備える請求項１に記載の筒状編地。
【請求項３】
　前記弾性領域は、前記弾性糸のコース方向の長さがウエール方向で異なる請求項２に記
載の筒状編地。
【請求項４】
　前記副空間部の軸方向端部で前記編地本体部と前記応力作用編地部とを部分的に繋ぎ、
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前記開口部に架け渡す渡り糸を備える請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の筒状
編地。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部空間に挿入される挿入物に部分的に締付力を付与できる筒状編地に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、土踏まずの部分を締め付けるために、甲と足裏周方向の全周にわたっ
て伸縮素材による締付領域を形成した靴下が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－６９７０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、周方向の全周にわたって締付領域を形成すると、土踏まず以外の甲部分にも土
踏まずの部分と同等の締付力が付与される。また、周方向の全周にわたって締付領域を形
成すると、着用していない際の靴下を軸方向に見たとき、締付領域がその他の領域（爪先
や踵、脚部を構成する領域）に比較して内方に縮み、外観に影響を及ぼして見栄えが悪く
なる。
【０００５】
　そこで、本発明の目的の一つは、外観に影響を及ぼし難く、内部空間に挿入される挿入
物に部分的に締付力を付与できる筒状編地を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る筒状編地は、筒状の編地本体部と、前記編地本体部に一体的に編
成され、前記編地本体部の内部空間をその軸方向と直交する方向に並列される主空間部と
副空間部とに区切る応力作用編地部とを備える。前記副空間部は、軸方向両端部に開口部
を備える。前記応力作用編地部は、前記主空間部に挿入物が挿入されたとき、前記副空間
部側に張り出し、その張り出しに抗して前記挿入物に締付力を作用させる。
【０００７】
　上記筒状編地の一形態として、前記応力作用編地部は、編糸に弾性糸を含むことが挙げ
られる。
【０００８】
　上記筒状編地の一形態として、前記編地本体部は、非弾性糸で編成される非弾性領域と
、非弾性糸及び弾性糸で編成される弾性領域とを備え、前記弾性領域は、前記応力作用編
地部との接合部分から前記主空間部側に延びる領域を備えることが挙げられる。
【０００９】
　編地本体部に非弾性領域と弾性領域とを備える上記筒状編地の一形態として、前記弾性
領域は、前記弾性糸のコース方向の長さがウエール方向で異なることが挙げられる。
【００１０】
　上記筒状編地の一形態として、前記副空間部の軸方向端部で前記編地本体部と前記応力
作用編地部とを部分的に繋ぎ、前記開口部に架け渡す渡り糸を備えることが挙げられる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記筒状編地によれば、主空間部に挿入物を挿入するだけで、応力作用編地部により挿
入物に締付力を付与できる。応力作用編地部は、編地本体部の内部空間を区切るもので、
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副空間部側への張り出しに抗して挿入物に締付力を作用させるため、筒状編地の周方向の
所望の箇所に応力作用編地部を設けることで、挿入物の周方向に部分的に締付力を付与で
きる。例えば、靴下の場合、土踏まずの部分に対応して応力作用編地部を設けることで、
土踏まず以外の甲部分には締付力を付与することなく、土踏まずの部分にのみ締付力を付
与できる。また、上記筒状編地によれば、副空間部の軸方向両端部に開口部を備えること
で、編地本体部のうち副空間部を構成する領域は、挿入物を挿入する主空間部と独立した
状態で存在するため、応力作用編地部の動きが直接的に作用し難い。よって、上記筒状編
地は、主空間部内への挿入物の有無に係わらず、筒状編地の外観に影響を及ぼし難く、編
地本体部の一部が内方に縮む等して筒状編地の外形が意図しないものとなることによる見
栄えの悪化を抑制できる。
【００１２】
　応力作用編地部の編糸に弾性糸を含むことで、主空間部に挿入物が挿入されたとき、弾
性糸の弾性力によって挿入物への締付力をより強くできる。
【００１３】
　編地本体部のうち応力作用編地部との接合部分から主空間部側に延びる領域に弾性領域
を備えることで、挿入物の表面形状が複雑な曲面状であっても、応力作用編地部を挿入物
の曲面に密着させ易く、かつ弾性領域によっても締付力を付与できるため、曲面に対応し
て適切な締付力を挿入物に付与できる。この弾性領域は、弾性糸のコース方向の長さをウ
エール方向で異ならせることで、挿入物の曲面に対応した締付方向や締付力を容易に調整
できる。例えば、靴下の場合、土踏まずの全域に亘って締付力を適切に付与できる。
【００１４】
　副空間部の開口部に渡り糸を備えることで、副空間部への挿入物の挿入を防止し、主空
間部に挿入物を確実に挿入できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態に係る筒状編地の一形態として靴下を示し、（Ａ）は靴下の表側の側面
図であり、（Ｂ）は靴下の裏側の側面図である。
【図２】実施形態に係る筒状編地の応力作用編地部の部分での断面図であり、主空間部へ
の挿入物の挿入による応力作用編地部の変化を示す説明図である。
【図３】実施形態に係る筒状編地の編成手順を示す説明図である。
【図４】実施形態に係る筒状編地の編成手順の前半部分を示す編成工程図である。
【図５】実施形態に係る筒状編地の編成手順の後半部分を示す編成工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜実施形態１＞
　≪筒状編地≫
　実施形態１では、筒状編地の一形態として、土踏まず部分に強い締付力を付与できる靴
下を説明する。この靴下は、前後方向に互いに対向する一対の針床と、針床間に編糸を給
糸する給糸口とを備える横編機を用いて編成されたものである。図１は、実施形態１に係
る靴下の概略図であり、（Ａ）がその表側の側面図であり、（Ｂ）がその裏側の側面図で
ある。図２は、靴下の土踏まず部分の断面図である。図中の同一符号は、同一名称物を示
す。
【００１７】
　靴下１００は、図１及び図２に示すように、外観となる筒状の編地本体部１０と、編地
本体部１０の内部空間を区切る応力作用編地部２０とを備える。編地本体部１０と応力作
用編地部２０とは、一体的に編成されている。応力作用編地部２０は、図２に示すように
、編地本体部１０の内部空間をその軸方向と直交する方向に並列される主空間部１１０と
副空間部１２０とに区切る。主空間部１１０は、挿入物（本例では、足）が挿入される空
間であり、その自然状態（非伸長時）の周長が挿入物の外周長よりも短い。副空間部１２
０は、挿入物が挿入されず、その自然状態の周長が主空間部１１０の周長よりも短い。副
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空間部１２０は、挿入物は挿入されないが、軸方向両端部に開口する開口部１２０Ａ、１
２０Ｂ（図１（Ｂ））を備える。実施形態１の靴下（筒状編地）１００は、主空間部１１
０に足（挿入物）が挿入されたとき、応力作用編地部２０が、副空間部１２０側に張り出
し、その張り出しに抗して足の土踏まず部分（挿入物）に締付力を作用させる点を特徴の
一つとする。本例では、応力作用編地部２０は、靴下１００の土踏まず部分に対応して設
けられる。そのため、応力作用編地部２０は、図１に示すように、編地本体部１０（靴下
１００）の軸方向中間部に配置されている。
【００１８】
　・編地本体部
　編地本体部１０は、非弾性糸で編成される非弾性領域１２と、非弾性糸及び弾性糸で編
成される弾性領域１４（図１（Ａ）の破線で囲む領域）とを備える。非弾性領域１２は、
非弾性糸による編目で構成されている。弾性領域１４は、非弾性糸による編目にタック又
はインレイ等により弾性糸が配置されている。
【００１９】
　弾性領域１４は、後述する応力作用編地部２０との接合部分から主空間部１１０側に延
びる第一弾性領域１４ａ１，１４ａ２と、第一弾性領域１４ａ１，１４ａ２に連続して副
空間部１２０を構成する第二弾性領域１４ｂとを備える。第一弾性領域１４ａ１，１４ａ

２は、自身の弾性糸の弾性力により、挿入物の大きさの許容範囲を広げることができ、挿
入物に更に締付力を付加できる。第一弾性領域１４ａ１，１４ａ２は、挿入物の表面形状
が複雑な曲面形状であっても、その弾性力により応力作用編地部２０を挿入物側に引っ張
って応力作用編地部２０を挿入物の曲面に密着させ易い。第二弾性領域１４ｂは、主空間
部１１０への挿入物の挿入に伴い、応力作用編地部２０と共に外方に張り出す場合、その
張り出しに抗して自身の弾性糸の弾性力により挿入物に更に締付力を付加できる。
【００２０】
　編地本体部１０と応力作用編地部２０とは、編地本体部１０の軸方向（ウエール方向）
に沿って二箇所で接合されている（図１（Ｂ）及び図２を参照）。本例では、応力作用編
地部２０を挟んで各接合部分から主空間部１１０側に延びる各第一弾性領域１４ａ１，１
４ａ２は、ほぼ同じ形状及び大きさに形成されているが、各弾性糸の長さを異ならせ、挿
入物の形状に合わせてもよい。また、第一弾性領域１４ａ１，１４ａ２は、非弾性糸と弾
性糸とを配置する割合をウエール方向で異ならせることで、第一弾性領域１４ａ１，１４
ａ２における弾性力やその力の作用する方向をウエール方向で異ならせることができる。
第一弾性領域１４ａ１，１４ａ２の弾性力は、挿入物に対する締付力に関わるため、弾性
糸の長さや配置する割合は、挿入物に対する締付力やその力の作用する方向に合わせて適
宜選択すればよい。
【００２１】
　編地本体部１０は、弾性領域を備えずに非弾性領域のみで構成してもよいし、第一弾性
領域１４ａ１，１４ａ２を備え、それ以外を非弾性領域で構成してもよい（第二弾性領域
１４ｂを備えない）。他に、弾性領域１４で使用している弾性糸よりも弾性力が小さい弾
性糸を用いて非弾性領域１２と示した領域を構成してもよく、この場合、編地本体部１０
の全体に適度なフィット感が得られる。
【００２２】
　・応力作用編地部
　応力作用編地部２０は、本例では、編地本体部１０の弾性領域１４と同じ編組織により
構成されている。
【００２３】
　応力作用編地部２０は、主空間部１１０に挿入物が挿入されたとき、副空間部１２０側
に張り出すが、その張り出し量が大きいほど挿入物への締付力を大きくできる。よって、
挿入物により大きい締付力を付与したい場合、応力作用編地部２０を編地本体部１０の内
部空間の中央領域に配置し、応力作用編地部２０の幅方向（コース方向）の長さを長くす
ればよい。そうすることで、副空間部１２０の空間を大きくでき、応力作用編地部２０の
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副空間部１２０側への張り出し量を大きくできる。
【００２４】
　主空間部１１０に挿入物が挿入されたときの応力作用編地部２０の作用を、図２に基づ
いて説明する。図２は、上図が主空間部１１０に挿入物が挿入されていない状態であり、
下図が主空間部１１０に挿入物が挿入された状態である。主空間部１１０に挿入物が挿入
されていない状態では、図２の上図に示すように、応力作用編地部２０は、外力を受けて
おらず、編地本体部１０の内部空間を主空間部１１０と副空間部１２０とに区切る機能の
みを果たしている。主空間部１１０に挿入物が挿入されると、主空間部１１０の周長が挿
入物の外周長よりも短いため、図２の下図に示すように、応力作用編地部２０は、副空間
部１２０側に張り出す。本例では、筒状編地１００の外観となる編地本体部１０の周長が
挿入物の外周長よりも短いため、応力作用編地部２０は、副空間部１２０が押し潰される
まで副空間部１２０側に張り出し、さらに編地本体部１０の第二弾性領域１４ｂと共に外
方に張り出す。応力作用編地部２０は、上記張り出しに抗して復元しようとする弾性力が
働くことで、挿入物に締付力を作用させる。つまり、主空間部１１０に挿入物が挿入され
た状態で、応力作用編地部２０は、挿入物を締め付ける機能を果たす。
【００２５】
　応力作用編地部２０は、編糸に非弾性糸のみを用いて構成されてもよい。応力作用編地
部２０は、その弾性力（弾性糸の有無等）によって挿入物に作用する締付力が変わる。そ
のため、応力作用編地部２０は、挿入物に付与したい締付力となるように、弾性糸の形態
（弾性糸の有無、長さ・太さ等）や、副空間部１２０側への張り出し量等を考慮して、適
宜配置すればよい。
【００２６】
　・渡り糸
　副空間部１２０の軸方向端部の開口部１２０Ａ、１２０Ｂのうち、少なくとも主空間部
１１０における挿入口側の開口部１２０Ａに渡り糸４０（図１（Ｂ））を備えることが好
ましい。渡り糸４０は、副空間部１２０の軸方向端部で編地本体部１０と応力作用編地部
２０とを部分的に繋ぐ。渡り糸４０で開口部１２０Ａを架け渡すことで、開口部１２０Ａ
を複数の小開口部に分割でき、副空間部１２０への挿入物の挿入を防止し、主空間部１１
０に挿入物を確実に挿入できる。副空間部１２０に開口部１２０Ａ、１２０Ｂを備えるこ
とで、編地本体部１０のうち副空間部１２０を構成する領域（第二弾性領域１４ｂ）は、
主空間部１１０と独立した状態で存在するため、応力作用編地部２０の動きが作用し難い
。渡り糸４０は、副空間部１２０への挿入部の挿入を防止できればよく、本例では、開口
部１２０Ａに等間隔に架け渡すように４本設けられている。渡り糸４０は、開口部１２０
Ｂに設けてもよい。
【００２７】
　≪筒状編地の編成方法≫
　上述した筒状編地１００は、２枚ベッド横編機や４枚ベッド横編機を用いて編成するこ
とができる。以下、２枚ベッド横編機を用いた編成例を、図３の編成手順の説明図と、図
４及び図５の編成工程図とに基づいて説明する。
【００２８】
　図３は、編地本体部１０と応力作用編地部２０とを編成する際の編成手順を概略的に示
す説明図である。図４及び図５は、筒状の編地本体部１０を編成しながら、応力作用編地
部２０を編み出し、応力作用編地部２０を編地本体部１０に無縫製で連結し、応力作用編
地部２０を編み終わるまでの編成ステップを示す編成工程図である。
【００２９】
　図４及び図５において、左欄の『Ｓ＋数字』は編成工程の番号を、右欄は各編成工程に
おける針床の編成状態を示す。右欄において、ＦＢは前針床を、ＢＢは後針床を示し、Ａ
～Ｚ及びＡ’～Ｆ’の黒点は編針、丸印は編地本体部の編目、星印は応力作用編地部の編
目、Ｖ字印及び逆Ｖ字印はタック目又は掛け目、二重印は重ね目、逆三角形は給糸口を示
す。各編成工程で編成動作に関わる部分は太線で示すと共に、当該編成工程で新たに編成
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された編目は塗り潰して示す。なお、説明の便宜上、使用する針数は実際の編成よりも少
なくしている。
【００３０】
　図３、図４、図５において、実線は非弾性糸を示し、破線は弾性糸を示す。図３に示す
丸数字は、図４に示す編成工程の番号に対応している。図４及び図５において、給糸口９
が非弾性糸用の給糸口であり、給糸口８が弾性糸用の給糸口である（以下、非弾性糸用の
給糸口９を単に給糸口９、弾性糸用の給糸口８を単に給糸口８と呼ぶ）。
【００３１】
　Ｓ１では、給糸口９を用い、紙面左方向に向けてＦＢの編針Ｆ’～Ａの１針置きの編針
を用いて編地本体部１０の前側編地部の編目を形成し、更に右方向に向けてＢＢの編針Ａ
～Ｆ’の１針置きの編針を用いて編地本体部１０の後側編地部の編目を形成した状態が示
されている。
【００３２】
　Ｓ２では、給糸口９を左方向に移動させ、ＦＢの編針Ｆ’～Ｊの１針置きの編針に係止
する編目に対し編地本体部１０の前側編地部の途中まで新たな編目を形成すると共に、給
糸口８を左方向に移動させ、ＦＢの編針Ｄ’～Ｊの３針置きの編針を用いて、上記前側編
地部の同じ位置までタック編成を行い、タック目を形成する（第二弾性領域１４ｂ）。そ
の後、給糸口９及び給糸口８の双方を右方向に蹴り返す。
【００３３】
　Ｓ３では、給糸口８を左方向に移動させてＦＢの編針Ｈ、Ｄを用いてタック目を形成し
、給糸口８が編針Ｂを通過した後に右方向に移動させてＦＢの編針Ｂ、Ｆを用いてタック
目を形成する（第一弾性領域１４ａ１）。その後、給糸口８及び給糸口９の双方を左方向
に蹴り返す。
【００３４】
　Ｓ４では、給糸口９を右方向に移動させ、ＢＢの空針Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｒ、Ｔ、Ｖを用
いて応力作用編地部２０の編出し部として掛け目を形成すると共に、給糸口８を右方向に
移動させ、ＢＢの３針置きの編針Ｊ、Ｎ、Ｒ、Ｖを用いて更にタック編成を行う。
【００３５】
　Ｓ５では、給糸口９を用い、ＢＢの編針Ｗにタック目を形成した後、左方向に向けて編
針Ｖ、Ｔ、Ｒ、Ｐ、Ｎ、Ｌ、Ｊに係止された応力作用編地部２０の編出し部に続けて編目
を形成する。その後、更に給糸口９を左方向にＦＢの編針Ｈ～Ａの１針置きの編針を用い
て編地本体部１０の前側編地部の編目を形成する（第一弾性領域１４ａ１）。
【００３６】
　Ｓ６では、ＢＢの編針Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｒ、Ｔ、Ｖに係止された応力作用編地部２０の
編目をＦＢの空針Ｋ、Ｍ、Ｏ、Ｑ、Ｓ、Ｕ、Ｗに目移しすると共に、右方向に向けてＢＢ
の編針Ａ～Ｗの１針置きの編針を用いて編地本体部１０の後側編地部の途中まで編成する
。
【００３７】
　Ｓ７では、給糸口８を左方向に移動させてＢＢの編針Ｗ、Ｓを用いてタック目を形成し
、給糸口８が編針Ｑを通過した後に右方向に移動させてＢＢの編針Ｑ、Ｕを用いてタック
目を形成する（第一弾性領域１４ａ２）。
【００３８】
　Ｓ８では、給糸口９を右方向に移動させ、ＢＢの編針Ｙ～Ｅ’の１針置きの編針に係止
する編目に対して新たな編目を形成すると共に、給糸口８を右方向に移動させ、ＢＢの編
針Ｙ～Ｅ’の３針置きの編針を用いて更にタック編成を行い、タック目を形成する（第二
弾性領域１４ｂ）。
【００３９】
　Ｓ９では、Ｓ６でＦＢの空針Ｋ、Ｍ、Ｏ、Ｑ、Ｓ、Ｕ、Ｗに目移しした編目を、元のＢ
Ｂの空針Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｒ、Ｔ、Ｖに目移しすると共に、左方向にＦＢの編針Ｆ’～Ａ
の１針置きの編針を用いて編地本体部１０の前側編地部の編目を形成する（第二弾性領域
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１４ｂ、第一弾性領域１４ａ１）。Ｓ１０では、Ｓ９でＢＢの空針Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｒ、
Ｔ、Ｖに目移しされた編目を、再度ＦＢの空針Ｋ、Ｍ、Ｏ、Ｑ、Ｓ、Ｕ、Ｗに目移しする
と共に、右方向にＢＢの編針Ａ～Ｆ’の１針置きの編針を用いて編地本体部１０の後側編
地部の編目を形成する。Ｓ１１では、Ｓ１０でＦＢの空針Ｋ、Ｍ、Ｏ、Ｑ、Ｓ、Ｕ、Ｗに
目移しした編目を、元のＢＢの空針Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｒ、Ｔ、Ｖに目移しする。図３で示
す編地本体部１０の編成に加えてＳ９及びＳ１０を行うことで、弾性領域１４で弾性糸に
よる編成を１コース行うにあたり、非弾性糸で全てのウエール方向に２コース編成するこ
とになり、非弾性糸と弾性糸とを配置する割合を変えている。その後、応力作用編地部２
０の所望の長さに対応してＳ２～Ｓ１１を繰り返す（Ｓ１２）。ただし、応力作用編地部
２０の編出しとなる編成を行うＳ４の繰り返しでは、ＢＢの編針Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｒ、Ｔ
、Ｖを用いて新たな編目を形成すると共に、ＢＢの編針Ｊ、Ｎ、Ｒ、Ｖを用いてタック目
を形成することになる（応力作用編地部２０）。
【００４０】
　上述した編成工程においては、応力作用編地部２０は、ウエール方向に沿った一端部が
編地本体部１０のうちＦＢの編針Ｊで形成される編目によって連結され、ウエール方向に
沿った他端部が編地本体部１０のうちＢＢの編針Ｗで形成される編目によって連結される
。
【００４１】
　Ｓ３及びＳ７において、弾性糸によるタック目の数を変えることによって、第一弾性領
域１４ａにおける弾性糸のコース方向の長さをウエール方向で異ならせることができる。
このＳ３及びＳ７は省略することもできる。また、Ｓ３及びＳ７を省略すると共に、Ｓ２
及びＳ８において非弾性糸の編成のみを行うことによって、編地本体部１０を非弾性領域
のみで構成することができる。他に、Ｓ３及びＳ７は行い、Ｓ２及びＳ８において非弾性
糸の編成のみを行うことによって、第一弾性領域１４ａを備え、それ以外を非弾性領域で
構成することができる。
【００４２】
　Ｓ１３では、Ｓ２と同様に、応力作用編地部２０を形成する位置まで編成する。Ｓ１４
では、応力作用編地部２０を編成する過程で、ＦＢの編針Ｎ、Ｔにそれぞれタック目を形
成して、応力作用編地部２０と編地本体部１０とを繋いで渡り糸４０を形成する。渡り糸
４０を設けない場合は、Ｓ１４においてＦＢの編針にタック目の形成を行わない。
【００４３】
　Ｓ１５以降では、伏目処理で解れ止めを行う。Ｓ１５では、ＢＢの編針Ｖに係止される
編目を隣接するＢＢの編針Ｔに係止される編目に重ね合わせて重ね目を形成する。Ｓ１６
では、給糸口９を左方向に移動してＳ１５で形成した重ね目に続いて新たな編目を形成し
、その後、給糸口９を右方向に蹴り返す。Ｓ１７では、Ｓ１６で形成した新たな編目を隣
接するＢＢの編針Ｒに係止される編目に重ね合わせて重ね目を形成する。その後、ＢＢの
編針Ｊに係止される編目までＳ１６及びＳ１７と同様の編成を繰り返す（Ｓ１８）。そう
することで、応力作用編地部２０の最終編目列が編針から払われる。
【００４４】
　上述した筒状編地の編成方法では、編地本体部１０に対して応力作用編地部２０が斜め
に形成された状態となる（図３を参照）。そこで、編地本体部１０における前側編地部の
図５におけるＦＢの右側端部の編目をＢＢの右側端部の右空針に目移しすると共に、対向
するＢＢの左側端部の編目をＦＢの左側端部の左空針に目移しを行う反時計回りの回し込
みを行うことで、図２に示すように、編地本体部１０に対して編地本体部２０を前後方向
に沿って位置させることができる。このとき、編成時の前側編地部と後側編地部との境界
点Ｍ及びＮ（図３）も同様に移動する（図２の上図）。
【００４５】
　＜変形例＞
　実施形態１では、筒状編地の一形態として、土踏まず部分に強い締付力を付与できる靴
下を説明したが、体の周方向に部分的に強い締付力を付与できるニットウェアに適用する
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こともできる。この場合、応力作用編地部を筒状編地内に二つ設け、副空間部を主空間部
の周方向の対向する位置に二つ設けると、例えばウエスト部分に左右から強い締付力を付
与することができる。ニットウェアの場合、筒状編地の外観となる筒状編地は、体を挿入
していない状態での周長を体の周長よりも長くすることが挙げられる。そうすると、主空
間部に体が挿入されたときに、応力作用編地部が副空間部側に張り出すが、この張り出し
量を副空間部内に空間が残存する（空間が押し潰されない）ように設定すれば、体のライ
ンを隠しながら、体の締め付けを行うことができる。更に、本発明の筒状編地は、靴下や
ニットウェア以外に、産業資材に適用することもできる。例えば、主空間部の両側に副空
間部を配置し、編地本体部に融着糸を用いて熱融着すれば、編地本体部（筒状編地）の外
形を保持した状態で、主空間部に挿入した支柱に締付力を付与することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１００　筒状編地（靴下）
　１０　編地本体部
　　１２　非弾性領域
　　１４　弾性領域
　　１４ａ１，１４ａ２　第一弾性領域　　１４ｂ　第二弾性領域
　２０　応力作用編地部
　１１０　主空間部
　１２０　副空間部　　１２０Ａ、１２０Ｂ　開口部
　４０　渡り糸
　ＦＢ　前針床　　ＢＢ　後針床
　８　弾性糸用の給糸口　　９　非弾性糸用の給糸口

【図１】 【図２】
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【図５】



(10) JP 6830331 B2 2021.2.17

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１５－２０３１７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０７４７３５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００９－１５５７６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２０７３３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２０２００６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｄ０４Ｂ１／００－１／２８
              　　　　２１／００－２１／２０
              Ａ４１Ｂ１１／００－１１／１４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

